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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート供給手段より供給された１枚または複数枚のシートからなるシート群に対して画
像形成を行った後に、各シートを順次排出部へ排出する画像形成装置であって、
　シートを搬送しながら画像形成を行う画像形成部と、
　画像形成後の各シートの搬送方向を反転させる反転手段と、
　上記画像形成部および上記反転手段を制御する制御部とを備え、
　上記シート群に突起部を有するシートが含まれる場合には、
　上記制御部は、上記画像形成部において、上記突起部を搬送方向の上流側に位置するよ
うな状態でシートを搬送させた後、上記反転手段を制御して各シートの搬送方向を反転さ
せることによって上記突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態にし、この状態に
て上記突起部を有するシートを上記排出部へ排出させ、
　上記画像形成装置は、上記シート群を排出する第１の排出部および第２の排出部を備え
ており、
　上記反転手段は、画像形成後のシートを上記第１の排出部へ案内するための第１の搬送
経路および画像形成後のシートを上記第２の排出部へ案内するため第２の搬送経路と、
　画像形成後のシートが搬送される搬送経路を、第１の搬送経路または第２の搬送経路の
何れかに切換える切換えゲートと、
　第１の搬送経路にて用紙を搬送するための第１ローラであって、回転することによって
第１の排出部の方向へシートを搬送し、逆回転することによって第１の搬送経路から第２
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の搬送経路へシートを送り込む第１ローラと、
　第２の搬送経路にて用紙を搬送するための第２ローラであって、回転することによって
第２の排出部の方向へシートを搬送し、逆回転することによって第２の搬送経路から第１
の搬送経路へシートを送り込む第２ローラとを備えており、
　上記第１の搬送経路および第２の搬送経路におけるシートの搬送方向は、上記画像形成
部におけるシートの搬送方向に対して略直角であり、かつ、上記第１の搬送経路および第
２の搬送経路は上記画像形成部の位置を基準として互いに相反する向きにそれぞれ設けら
れており、
　上記制御部は、
　（１）上記シート群に突起部を有するシートが含まれておらず且つフェイスダウン排出
を行う場合は、画像形成後の各シートを上記画像形成部から第１の搬送経路に送り込んで
第１の排出部に排出し、
　（２）上記シート群に突起部を有するシートが含まれておらず且つフェイスアップ排出
を行う場合は、画像形成後の各シートを上記画像形成部から第２の搬送経路に送り込んで
第２の排出部に排出し、
　（３）上記シート群に突起部を有するシートが含まれ且つフェイスダウン排出を行う場
合には、画像形成後の各シートを上記画像形成部から第１の搬送経路に一時的に送り込ん
だ後に、第１の搬送経路において上記突起部が搬送方向の下流側に位置するようにシート
の搬送方向を反転させ、この反転によって当該シートを第２の搬送経路に送り込んで第２
の排出部に排出し、
　（４）上記シート群に突起部を有するシートが含まれ且つフェイスアップ排出を行う場
合には、画像形成後の各シートを上記画像形成部から第２の搬送経路に一時的に送り込み
、第２の搬送経路において上記突起部が搬送方向の下流側に位置するようにシートの搬送
方向を反転させ、この反転によって当該シートを第１の搬送経路に送り込んで第１の排出
部に排出するように、上記切換ゲート、第１ローラおよび第２ローラを制御することを特
徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　上記画像形成装置には、上記シート群に突起部を有するシートが含まれるか否かの情報
を入力するための操作部がさらに設けられており、
　上記制御部は、上記操作部から入力された情報に基づいて上記切換えゲートと上記第１
ローラと第２ローラとを制御することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート（記録材）に対して画像を形成し、画像が形成されたシートを排出ト
レイに揃えて排出する搬送手段を備えた画像形成装置、および、シート（記録材）に対し
て画像を形成し、画像が形成されたシートを排出トレイに揃えて排出する画像形成方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置では記録材を搬送する装置の性能が高くなり、色々な種類の特殊な
シートを記録材として使用できるようになってきている。また、種類の異なるシートを混
在して使用することのできる画像形成装置も提案されている。このような画像形成装置で
は、異なる給紙トレイに収容した通常の種類のシートと特殊なシートとを、必要に応じて
選択して使用することができるような構成を有しており、操作部等で予め設定された順番
に通常のシートと特殊なシートとを取り分けて画像形成を行っている。
【０００３】
　この特殊なシートとしては、色付きのシート、厚手のシート、樹脂シート、薄手のシー
トや突起部を有するインデックス（タブ）付きのシート等が挙げられる。これらの特殊な
シートのうちで、特にインデックス（タブ）付きのシートは、シートの端に（部分的に）
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突起部を有しており、またその位置が色々と異なるものが存在する。そのため、このよう
なインデックス（タブ）付きのシートを使用する場合には、その搬送方向を限定させなけ
ればならない。
【０００４】
　具体的には、シートの搬送方向下流側（先頭側）に突起部を位置させる向きで搬送させ
ると、レジスト手段による斜め送りの矯正ができずに斜め送りが発生してしまうという問
題がある。また、突起部の位置がシートにより異なるために、シートの搬送を制御するた
めの検出器の検出信号が正しく得られないというトラブルが発生し、搬送制御が不安定と
なって画像形成位置ズレや搬送ジャムが発生してしまうという問題もある。したがって、
このようなインデックス（タブ）付きのシートに対して画像形成を行う場合には、一般的
にシートの搬送方向上流側（後端側）に突起部を位置させて搬送させている。
【０００５】
　インデックス（タブ）付きシートに対応した画像形成装置の一例としては、特許文献１
に記載の画像形成装置が挙げられる。特許文献１では、インデックス（タブ）付きシート
への印字の際に、紙曲などの問題を解決し、安定したシート搬送による両面印字を行うこ
とのできる画像形成装置が開示されている。特許文献２では、特殊なインデックス（タブ
）付きシートを用いてプリントを行う方法が提案されている。また、特許文献３では、通
常の用紙を加工してタグを付けることで、画像形成部から連続排出される記録紙を複数の
群に仕分けて排出積載する場合に、仕分けがくずれたり、持ち運び時に紙が折れたりする
ことのない画像形成装置が提案されている。
【特許文献１】特開２００３－１４３３６７（公開日：平成１５年５月１６日）
【特許文献２】特表２０００－５１６１８７（公表日：平成１２年１２月５日）　（国際
公開番号：ＷＯ９８／０７５６７（国際公開日：平成１０年２月２６日））
【特許文献３】特開平５－３０６０６２（公開日：平成５年１１月１９日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上述のように、シートの搬送方向上流側にインデックス（タブ）付きシート
の突起部を位置させて搬送させると、画像形成を行う際の搬送時には問題は発生しないが
、排出トレイにシートを排出するときに、排出トレイ上に排出されたシートが揃わなくな
ってしまうという問題が発生する。
【０００７】
　つまり、通常、画像形成装置の排紙トレイにおいては、シートの排出方向の上流側（後
端側）にシートの積載基準が設けられているため、上述のように、シートの搬送方向上流
側にインデックス（タブ）付きシートの突起部を位置させて搬送させると、図７に示すよ
うに、シートは排紙トレイの積載基準Ｓ側にインデックスが位置するように排出される。
この場合、図７に示すように、インデックス（タブ）付きシート上における突起部Ｔの位
置に応じて、シートが斜めに傾いた状態で排出トレイ上に載置されてしまうという問題が
発生する。なお、図７においては、シートの搬送方向を矢印で示している。
【０００８】
　これによって、排出トレイでは複数枚のシートの積み重なり状態が不揃いになるため、
ユーザーは排出トレイから取り出したシートを再度揃え直す必要があり、非常に使い勝手
の悪いものとなってしまう。（なお、このように複数枚のシートの積み重なり状態が不揃
いの状態のことを、以下ではシートのスタッキング性が悪いと記載する。）
　この問題は、上記の特許文献２に記載されているような特殊なインデックス（タブ）付
きシートを用いても解決することができない。また、特許文献１および３においては、こ
の問題点については考慮されていない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、一般的なインデックス（タブ）
付きシートを用いた場合にも、排出トレイにおけるシートのスタッキング性が悪化せずに
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、シートが揃った状態で画像形成後のシートを積載することのできる画像形成装置、およ
び、画像形成方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明者は、上記の問題点について鋭意検討した結果、インデックス（タブ）付きシ
ートを用いて画像形成を行う場合には、図６に示すように、矢印で示すシートの搬送方向
下流側にインデックス（タブ）付きシートの突起部Ｔが位置するようにシートを排出させ
れば、シート排出時にシートのスタッキング性を良好な状態に保つことができることに着
目した。そして、インデックス（タブ）付きシートに画像形成を行う場合には、常に排出
トレイの積載基準Ｓ側に突起部を有していない側の端部が位置するようにシートを排出す
ることのできる画像形成装置および画像形成方法を見出し、本発明を完成させるに至った
。
【００１１】
　すなわち、本発明にかかる画像形成装置は、シート供給手段より供給された１枚または
複数枚のシートからなるシート群に対して画像形成を行った後に、各シートを順次排出部
へ排出する画像形成装置であって、シートを搬送しながら画像形成を行う画像形成部と、
画像形成後の各シートの搬送方向を反転させる反転手段と、上記画像形成部および上記反
転手段を制御する制御部とを備え、上記シート群に突起部を有するシートが含まれる場合
には、上記制御部は、上記画像形成部において、上記突起部を搬送方向の上流側に位置す
るような状態でシートを搬送させた後、上記反転手段で各シートの搬送方向を反転させ、
上記突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起部を有するシートを上
記排出部へ排出させることを特徴としている。
【００１２】
　本発明の画像形成装置は、当該装置に付属された画像読取装置によって読み取った画像
情報、あるいは、外部から入力された画像情報に基づいて、シート（記録材）に対して画
像形成を行った後に、当該シートを排出部へ排出するというものである。この画像形成装
置は、１枚以上のシートからなるシート群に対して、一枚づつ画像形成を行った後に、各
シートを順次一つの排出部へまとめて排出することができる。
【００１３】
　上記の画像形成装置には、シートを搬送しながら画像形成を行う画像形成部と、画像形
成後の各シートの搬送方向を反転させる反転手段と、上記画像形成部および上記反転手段
を制御する制御部とが備えられている。そして、この画像形成装置において、上記シート
群の中に突起部（すなわち、インデックスのようなタグ）を有するシートが含まれるシー
ト群に対して画像形成を行う場合には、制御部によって以下のような制御が実施される。
【００１４】
　すなわち、上記画像形成部において、上記突起部を搬送方向の上流側に位置するような
状態でシートを搬送させる。その後、上記反転手段で各シート（突起部を有するもの、お
よび、突起部を有しないものを含む全てのシート）の搬送方向を反転させる。そして、上
記突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起部を有するシートを上記
排出部へ排出させる。
【００１５】
　上記の構成によれば、シート群に含まれる全てのシートについて、シート搬送方向の上
流側に設けられている排出部の積載基準に、突起部を有していない平坦な側端部を位置さ
せて排出することができるため、シート群のスタッキング性を良好な状態にすることがで
きる。つまり、上記シート群全ての画像形成が終わった時に、各シートの位置が揃った状
態でシート群を得ることができる。これによって、シート排出後に再度ユーザーがシート
群を揃え直す必要がなくなり、装置の利便性を向上させることができる。そして、本発明
では、上記反転手段を機能させて画像形成後のシートの搬送方向を反転させることによっ
て、シートのスタッキング性を容易に改善することができる。
【００１６】
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　なお、本発明の画像形成装置においては、上記シート群に突起部を有するシートが含ま
れない場合には、当然のことながら上記反転手段は機能せず、シートの搬送方向は反転す
ることなく排出部に排出される。
【００１７】
　また、本発明の画像形成装置には、上記シート群を排出する第１の排出部および第２の
排出部が備えられており、上記反転手段には、画像形成後のシートを上記第１の排出部へ
搬送する第１の搬送経路、および、画像形成後のシートを上記第２の排出部へ搬送する第
２の搬送経路と、画像形成後のシートが搬送される搬送経路を、第１の搬送路または第２
の搬送路の何れかに切換える切換えゲートとが備えられており、上記シート群に突起部を
有するシートが含まれる場合には、上記切換えゲートは、画像形成後の各シートを、第１
または第２何れかの搬送経路に一時的に送り込んだ後に、当該送り込んだ搬送経路とは別
のもう一方の搬送経路に送り込み、上記もう一方の搬送経路と接続された排出部に排出さ
せる一方、上記シート群に突起部を有するシートが含まれない場合には、上記切換えゲー
トは、画像形成後の各シートを、第１または第２何れかの搬送経路に送り込んだ後に、当
該搬送経路と接続された排出部に排出させることが好ましい。
【００１８】
　上記の構成によれば、シート群に突起部を有するシートが含まれる場合であっても、含
まれない場合であっても、第１および第２という各搬送経路を用いて、シート群のページ
順序が読み取った画像情報のページ順序と変わらない状態で、第１あるいは第２の何れか
の排出部に排出させることができる。
【００１９】
　また、本発明の画像形成装置において、上記第１の搬送経路および第２の搬送経路は、
上記画像形成部におけるシートの搬送方向に対して、略直角であり、かつ、上記画像形成
部の位置を基準として互いに相反する向きにそれぞれ設けられていることが好ましい。
【００２０】
　上記の構成によれば、画像形成部のシートの搬送路を重力方向に配置した場合、第１の
排出部および第２の排出部を画像形成装置の右側端部あるいは左側端部の何れかにそれぞ
れ配置することができるため、装置の構成上の無駄を省き、各部材の配置を効率良く行う
ことができる。
【００２１】
　また、本発明の画像形成装置において、上記制御部は、上記シート群がフェイスアップ
で排出されるか、または、フェイスダウンで排出されるかによって、上記シート群を第１
の排出部へ排出するか、あるいは、第２の排出部へ排出するかを決定するものであっても
よい。
【００２２】
　上記の構成によれば、ファイスアップによるシート排出およびフェイスダウンによるシ
ート排出の両方の場合に対応することができるため、装置の利便性をより向上させること
ができる。
【００２３】
　また、本発明の画像形成装置には、上記シート群に突起部を有するシートが含まれるか
否かの情報を入力するための操作部がさらに設けられており、上記制御部は、上記操作部
から入力された情報に基づいて、反転手段を機能させるか否かを決定することが好ましい
。
【００２４】
　上記の構成によれば、操作部において、インデックスモードあるいはインデックス挿入
モード等を指定することによって、容易に制御部に情報を与えることができ、上記反転手
段を機能させてインデックス付きのシートを含むシート群の排出に対応することができる
。なお、後述の実施の形態においては、上記制御部は、同一のデジタル複合機内に画像形
成装置と隣接して設けられた画像読取装置内に備えられており、このような構成について
も本発明に含まれるものとする。
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【００２５】
　本発明の画像形成方法は、シート供給手段より供給された１枚または複数枚のシートか
らなるシート群に対して画像形成を行った後に、各シートを順次排出部へ排出する画像形
成方法であって、上記シート群に突起部を有するシートが含まれる場合に、上記突起部を
搬送方向の上流側に位置するような状態でシートを搬送しながら画像形成を行う画像形成
工程と、画像形成後の各シートの搬送方向を反転させるシート反転工程と、上記突起部が
搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起部を有するシートを上記排出部へ排
出させるシート排出工程とからなることを特徴としている。
【００２６】
　上記の方法によれば、シート群に含まれる全てのシートについて、シート搬送方向の上
流側に設けられている排出部の積載基準に、突起部を有していない平坦な側端部を位置さ
せて排出することができるため、排出後のシート群のスタッキング性を良好な状態にする
ことができる。つまり、上記シート群全ての画像形成が終わった時に、各シートの位置が
揃った状態でシート群を得ることができる。これによって、シート排出後に再度ユーザー
がシート群を揃え直す必要がなくなるため、効率的に作業を進めることができる。
【００２７】
　また、本発明の画像形成方法において、上記シート群に、突起部を有するシートが含ま
れ、かつ、突起部を有しないシートのみが両面印刷される場合には、上記画像形成工程で
上記両面印刷されるシートの表側の面に画像形成を行い、上記シート反転工程で、当該シ
ートの搬送方向を反転させた後に、当該シートの裏側の面に画像形成を行う裏面印刷工程
と、裏面印刷が行われた上記シートを反転させることなく排出する両面印刷シート排出工
程とがさらに含まれることが好ましい。
【００２８】
　従来の両面画像形成時においては、裏面側から、１枚目の裏面（２ページ目）、１枚目
の表面（１ページ目）、２枚目の裏面（４ページ目）、２枚目の表面（３ページ目）とい
う順で画像形成を行わなければならない。一方、上記の方法によれば、両面画像形成時に
、表面側から、１枚目の表面（１ページ目）、１枚目の裏面（２ページ目）、２枚目の表
面（３ページ目）、２枚目の裏面（４ページ目）という順で画像形成を行うことができ、
効率的な画像形成を行うことができる。
【００２９】
　なお、本明細書において、シート搬送方向の下流側とは、シートが搬送される方向にお
いて先頭となる側のことを意味し、シート搬送方向の上流側とは、シートが搬送される方
向において後端となる側のことを意味する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明にかかる画像形成装置は、以上のように、シート群に突起部を有するシートが含
まれる場合には、装置内に備えられた制御部は、画像形成部において、シートの突起部を
搬送方向の上流側に位置するような状態でシートを搬送させた後、反転手段で各シートの
搬送方向を反転させ、上記突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起
部を有するシートを上記排出部へ排出させるというものである。
【００３１】
　それゆえ、上記の構成によれば、シート群に含まれる全てのシートについて、シート搬
送方向の上流側に設けられている排出部の積載基準に、突起部を有していない平坦な側端
部を位置させて排出することができるため、シート群のスタッキング性を良好な状態にす
ることができる。つまり、上記シート群全ての画像形成が終わった時に、各シートの位置
が揃った状態でシート群を得ることができる。これによって、シート排出後に再度ユーザ
ーがシート群を揃え直す必要がなくなり、装置の利便性を向上させることができるという
効果を奏する。そして、本発明では、上記反転手段を機能させて画像形成後のシートの搬
送方向を反転させることによって、シートのスタッキング性を容易に改善することができ
る。
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【００３２】
　また、本発明にかかる画像形成方法は、以上のように、シート群に突起部を有するシー
トが含まれる場合に、上記突起部を搬送方向の上流側に位置するような状態でシートを搬
送しながら画像形成を行う画像形成工程と、画像形成後の各シートの搬送方向を反転させ
るシート反転工程と、上記突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起
部を有するシートを上記排出部へ排出させるシート排出工程とからなるものである。
【００３３】
　上記の方法によれば、シート群に含まれる全てのシートについて、シート搬送方向の上
流側に設けられている排出部の積載基準に、突起部を有していない平坦な側端部を位置さ
せて排出することができるため、排出後のシート群のスタッキング性を良好な状態にする
ことができる。つまり、上記シート群全ての画像形成が終わった時に、各シートの位置が
揃った状態でシート群を得ることができる。これによって、シート排出後に再度ユーザー
がシート群を揃え直す必要がなくなるため、効率的に作業を進めることができるという効
果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明の一実施形態について、図１ないし図６に基づいて説明すると以下の通りである
。本実施の形態では、インデックス（タブ）付きシートに対して画像形成を行う場合に、
排出トレイの積載基準Ｓ側に突起部（インデックスの部分）を有していない側の端部が位
置するようにシートを排出させ（図６参照）、シート排出時にシートのスタッキング性を
良好な状態に保つことのできる画像形成装置を備えたデジタル複合機について説明する。
【００３５】
　本実施の形態にかかる画像形成装置１００は、複写機、プリンタの機能を兼ね備えたデ
ジタル複合機１の内部に備えられ、当該デジタル複合機１に付属された画像読取装置２０
０によって読み取った画像情報、あるいは、外部から入力された画像情報に基づいて、シ
ート（記録材）に対して画像形成を行った後に、当該シートを排出部へ排出するというも
のである。つまり、画像形成装置１００は、画像読取装置２００にて読み込まれた画像の
記録出力はもとより、パーソナルコンピュータなどの外部の画像処理装置が接続されると
、この外部接続機器からの画像情報の記録出力についても行うことが可能である。
【００３６】
　まず、図２を用いてデジタル複合機１の概略構成について説明する。図２に示すように
、デジタル複合機１は、その上部に設けられた画像読取装置２００と、下部に設けられた
画像形成装置１００とに大きく分けられる。
【００３７】
　画像読取装置２００は、光学的に読み取った原稿の画像情報を電気信号に変換し、さら
にデジタル信号化するというものであり、読み取り対象となる原稿がシート物であって、
このシートが複数枚である場合に、複数枚の原稿を１枚ずつ順次自動的に搬送するための
自動原稿搬送部２０１、搬送される原稿の画像情報を光学的に読み取る画像読み取り部２
０２、画像読取装置を支持するための画像読取装置支持台２０３、および、原稿の読み取
りを行う場合に当該原稿を載置するための原稿載置台２０５などから構成されている。
【００３８】
　また、図示はしていないが、この画像読取装置２００には、ユーザーがデジタル複合機
１に対して目的とする処理を行わせるために、印刷モードの選択、印刷部数の選択などの
印刷内容に関する指示を送ることのできる操作部がさらに備えられている。
【００３９】
　画像読取装置２００は、シート物の原稿を自動原稿搬送装置２０１により自動的に供給
し、１枚ずつ順次露光走査して原稿画像を読み取る自動読み取りモードと、ブック物の原
稿、もしくは、自動原稿搬送装置２０１により自動供給が不可能なシート物の原稿を、マ
ニュアル操作によりセットして原稿画像を読み取る手動読み取りモードとを備えている。
そして、透明な原稿載置台２０５上にセットされた原稿の画像を露光走査して光電変換素
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子上に結像し、原稿画像を電気的信号に変換した上で画像データとして出力する。
【００４０】
　また、画像読取装置２００は、両面原稿に対応し、自動原稿搬送装置２０１にて原稿搬
送経路に沿って原稿を搬送する過程において、原稿の下方、および上方から原稿画像を同
時に走査して読み取るようにすることもできるようになっている。原稿面の下方からは、
通常原稿台下面を走査移動する移動走査光学系が、原稿搬送経路の所定の位置に停止した
状態で光電変換素子であるＣＣＤまで光像を導き原稿画像を読み取る構成となっている。
【００４１】
　また、原稿の両面を同時に読み取る場合は、原稿面の上面に対して原稿を露光する光源
、光像を光電変換素子まで導く光学レンズ、光像を画像データに変換する光電変換素子な
どから一体的に構成される密着イメージセンサ（ＣＩＳ）を、自動原稿搬送装置２０１に
装着することにより、同時に原稿の両面を読み取ることができる。以上の構成により、両
面原稿の読み取りモードが設定されると、原稿送り装置の供給部にセットされた原稿が順
次搬送され画像がほぼ同時に読み取られる。
【００４２】
　続いて、上記デジタル複合機１に備えられた画像形成装置１００の構成について、図１
および図２を用いて説明する。図１は、デジタル複合機１の内部に備えられた画像形成装
置１００のみの構成を示す断面図である。
【００４３】
　図１に示すように、画像形成装置１００の内部には、感光体ドラム３を中心に画像形成
プロセスの各機能を担う各プロセスユニットが配置されている。感光体ドラム３の周囲に
は、感光体ドラム３表面を均一に帯電させる帯電手段５と、均一に帯電された感光体ドラ
ム３上に光像を走査して静電潜像を書き込む光走査ユニット１１と、光走査ユニット１１
により書き込まれた静電潜像を現像剤補給容器７から供給される現像剤により顕像化する
現像ユニット２と、感光体ドラム３上に顕像化された画像をシート上に転写する転写手段
６と、感光体ドラム３上に残留した現像剤を除去して感光体ドラム３上に新たな画像を記
録することを可能にするクリーニングユニット４と、感光体ドラム３表面の電荷を除去す
る除電ランプ１２等が順次配置されている。上述の各部材が画像形成に直接的に関わるも
のであり、これらの各部材をまとめた部分を画像形成部１０１と呼ぶ。
【００４４】
　この画像形成部１０１は、同じく画像形成装置１００の内部に備えられた制御部７０に
よって制御されている。画像形成装置１００には、上述の各部材の他に、パーソナルコン
ピュータなどの外部接続機器から入力された画像情報を出力するための画像データ入出力
部１０２（図１および２では図示せず）、および、画像読取装置２００あるいは外部接続
機器から得られた画像情報を記憶するための画像データ記憶部１０３（図１および２では
図示せず）が備えられている。
【００４５】
　制御部７０は、画像形成プロセスを制御する回路基板及び外部機器からの画像データを
受け入れるインターフェイス基板等を収容している。そして、光走査ユニット１１の下部
には、これら各種基板（図示せず）、ならびに各プロセスユニットに対して電力を供給す
る電源装置９０が配置されている。
【００４６】
　また、画像形成部１０１の下部には、多段のシート供給トレイを有するシート供給装置
（シート供給手段）Ａ：５０Ａ、および、サイズや種類や形状等が異なるシートに対応さ
せて収容可能としたシート供給装置（シート供給手段）Ｂ：５０Ｂが設けられている。そ
して、各シート供給装置Ａ・Ｂから送られてくるシートを受け入れ、画像形成部１０１に
向かって順次供給するためのシート受け口１８がさらに設けられている。
【００４７】
　シート供給装置Ａ：５０Ａには、４つの供給トレイ１０Ａ～１０Ｄが配置されている。
各供給トレイ１０Ａ～１０Ｄは、大きさの異なるシートをそれぞれ収容しているシート収
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容トレイである。そして、このシート供給装置Ａ：５０Ａは、積層された４つのシート供
給トレイ１０Ａ～１０Ｄの中から所望するシートを収容したシート供給トレイを選択的に
動作させ、収容されているシートを画像形成部１０１に向かって分離供給するものである
。選択された供給トレイから分離供給されたシートは、画像形成部１０１の下部に設けら
れたシート受け口１８へと受け渡された後、画像形成部１０１へと送られる。
【００４８】
　この供給トレイ１０Ａ～１０Ｄに収容されたシートが１枚ずつ分離され、画像形成部１
０１に供給される。この供給トレイ１０Ａ～１０Ｄからピックアップローラ１６等により
１枚ずつ分離供給されたシートは、レジストローラ１４により感光体ドラム３に形成され
た画像とのタイミングが計られ、転写手段６と感光体ドラム３との間に順次供給され、感
光体ドラム３上に記録再現された画像がシート上に転写される。なお、この供給トレイ１
０Ａ～１０Ｄへのシートの補給あるいはシートの交換は、画像形成装置１００の正面側（
操作側）に各供給トレイを引き出すことによって行うことができる。
【００４９】
　なお、本実施の形態では、シート供給装置Ａ：５０Ａを４つのシート供給トレイが積層
された装置として説明しているが、シート供給装置Ａ：５０Ａにおいて、トレイの数は特
に限定されることはなく、少なくとも１つのシート供給トレイを有していればよい。
【００５０】
　シート供給装置Ｂ：５０Ｂは、通常手差しトレイと呼ばれ、使用頻度が少ないシートを
セットして使用するものであり、インデックス付きのシートもこのシート供給装置Ｂ：５
０Ｂに通常セットされる。
【００５１】
　さらに、画像形成部１０１の上部には定着装置８が配置されており、画像が転写された
シートを順次受け入れて、定着ローラ８１と加圧ローラ８２等により熱と圧力によりシー
ト上に転写された現像画像が定着される。画像が記録されたシートは、搬送ローラ２５に
よりさらに上方に搬送され、切換えゲート９を通過する。そして、シートの排出トレイが
デジタル複合機１の中央中段部に備えられた第１排出トレイ（第１の排出部）６１に設定
されている場合は、反転ローラ２６・２６により第１排出トレイ６１に排出される。一方
、シートの排出トレイがデジタル複合機の外側に突き出すように備えられた第２排出トレ
イ６２（第２の排出部）に設定されている場合は、搬送ローラ３１・３１および排出ロー
ラ３２・３２によって、第２排出トレイ６２に排出される。
【００５２】
　以上のように、切換えゲート９、反転ローラ２６・２６、搬送ローラ３１・３１、およ
び、排出ローラ３２・３２は、制御部７０からの指令に基づいて、第１・第２排出トレイ
６１・６２のうちで、設定された何れかの排出トレイにシートを排出するという機能を果
たす。そして、これらの各部材（切換えゲート９、反転ローラ２６・２６、搬送ローラ３
１・３１、および、排出ローラ３２・３２）は、後述するように、インデックス付きシー
トの反転に関わることから、これらの各部材をまとめてシート反転装置（反転手段）６０
と呼ぶ。なお、切換えゲート９から反転ローラ２６・２６を経由して第１排出トレイ６１
へと至るシートの搬送経路を、第１の搬送経路６３と呼び、切換えゲート９から搬送ロー
ラ３１・３１、排出ローラ３１・３１を経由して第２排出トレイ６２へと至るシートの搬
送経路を、第２の搬送経路６４と呼ぶ。
【００５３】
　本実施の形態にかかる画像形成装置１００においては、画像形成の行われたシート群に
インデックス付きのシートが含まれる場合（すなわち、当該シートが突起部を有するシー
トである場合）には、まず、画像形成部１０１にて、シートの突起部を搬送方向の上流側
に位置するような状態でシートを搬送させる。続いて、上記シート反転装置６０によって
当該シートの搬送方向を反転させることによって、上記突起部が搬送方向の下流側に位置
するような状態で、上記突起部を有するシートを、上記第１または第２何れかの排出トレ
イへ排出させる。上記のシートの反転・搬送に関わる一連の動作は、制御部７０からの指
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示に基づいて行われる。
【００５４】
　また、シート群に突起部を有するシートが含まれる場合には、上記の一連のシートの反
転動作については、上記シート群に含まれる、突起部を有しないシートについても行われ
る。これによって、シート群のページ順序が乱れることなく、シート群に含まれる全ての
シートを同一の排出トレイに排出し、かつ、インデックス付きシートの突起部が排出トレ
イの積載基準側に位置することなく、良好なスタッキング性を維持して各シートを排出す
ることができる。
【００５５】
　本実施の形態の画像形成装置におけるシートの反転動作に関しては、後ほどより詳しく
説明する。
【００５６】
　本実施の形態にかかる画像形成装置１００は、シートの両面に対して画像形成を行うこ
とができる。この両面画像形成を行うために、上記画像形成装置１００は、まず、シート
の表側の面に画像形成を行った後、上述のシート反転装置６０によってシートを反転させ
、さらに、シート再供給装置４０によって、再度当該シートを画像形成部１０１へと搬送
するという動作を行う。そして、再度画像形成部１０１へと搬送された上記シートは、そ
の裏面に対して画像形成が行われる。
【００５７】
　このシート再供給装置４０は、両面画像形成を行う場合に、再度画像形成部１０１へと
シートを搬送する側にシートの搬送路を切換える両面切換えゲート３３と、この両面切換
えゲート３３に導かれたシートをさらに画像形成部１０１へシート搬送するための各搬送
ローラ対とから構成されている。
【００５８】
　なお、本実施の形態にかかる画像形成装置１００には、さらに、画像形成がなされたシ
ートに対して後処理を行う後処理装置（図示せず）が設けられていてもよい。この後処理
装置は、画像形成部１０１ら排出される画像が記録されたシートを受け取り、シートをそ
のままの状態で排出したり、シートを複数に区別して排出したり、ステープルして排出し
たり、パンチ加工を行って排出することが可能である。
【００５９】
　図３には、本実施の形態にかかるデジタル複合機１の内部構成を模式的に示す。上述し
たように、デジタル複合機１は、画像読取装置２００と画像形成装置１００とに大きく分
けられる。
【００６０】
　画像読取装置２００は、主として、自動原稿搬送部２０１、画像読取部２０２、操作部
２０４から構成される。画像読取部２０２によって得られた読取画像情報は、画像形成装
置１００内の制御部７０へ送られる。なお、操作部２０４は、画像読取装置２０２の内部
に備えられているが、ここからの指示内容は、画像形成装置１００内に設けられた制御部
７０へ一旦送られ、デジタル複合機１に備えられた各装置は、制御部７０からの指示内容
に基づいて各動作を行う。
【００６１】
　画像形成装置１００には、画像形成に主に関わる部材として、画像形成部１０１、画像
データ入出力部１０２、画像データ記憶部１０３が備えられている。また、シートの供給
に関わる部材として、シート供給装置Ａ：５０Ａ、および、シート供給装置Ｂ：５０Ｂが
備えられている。そして、シートの搬送・反転・再供給に関わる部材として、シート反転
装置６０、および、シート再供給装置４０が備えられている。さらに、装置全体の制御に
関わる部材として制御部７０が備えられている。
【００６２】
　また、シート反転装置６０の内部には、切換えゲート９を駆動するための切換えゲート
駆動部６６が、シート再供給装置４０の内部には、両面切換えゲート３３を駆動するため
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の両面切換えゲート駆動部４１がそれぞれ備えられている。
【００６３】
　続いて、画像形成装置１００において、複数枚のシートからなるシート群に対して一連
の画像形成を行った後に、各シートを第１排出トレイ６１、あるいは、第２排出トレイ６
２へと排出する動作について説明する。図４には、画像形成部１０１において画像形成の
行われたインデックス付きシートが反転装置６０によって反転された後に、第２排出トレ
イ６２へと排出される様子を示す。一方、図５には、画像形成部１０１において画像形成
の行われたインデックス付きシートが反転装置６０によって反転された後に、第１排出ト
レイ６１へと排出される様子を示す。図４および図５においては、シートをＰで示し、当
該シートに設けられた突起部をＴで示す。
【００６４】
　図４および図５に示すように、本実施の形態の画像形成装置１００では、シート群にイ
ンデックス付きシートが含まれる場合には、シート反転装置６０内の切換えゲート９は、
画像形成後の各シートを、第１または第２何れか一方の搬送経路に一時的に送り込んだ後
に、当該送り込んだ搬送経路とは別のもう一方の搬送経路に送り込み、上記もう一方の搬
送経路と接続された（第１または第２の何れかの）排出トレイに排出させる。これによっ
て、シートが排出される第１または第２排出トレイ６１・６２においては、インデックス
付きシートに設けられた突起部Ｔが搬送方向の下流側に位置するような状態で、シートの
排出が行われる。
【００６５】
　これによって、図６に示すように、矢印で示すシートの搬送方向下流側にインデックス
（タブ）付きシートの突起部Ｔが位置し、排出トレイの積載基準Ｓ側には突起部を有して
いない側の端部が位置するようにシートを排出させることができる。そのため、シート排
出時にシートのスタッキング性を良好な状態に保つことが可能となる。
【００６６】
　これに対して、シート群にインデックス付きシートが含まれない場合には、図示はして
いないが、上記切換えゲート９は、画像形成後の各シートを第１または第２何れかの搬送
経路に送り込んだ後に、当該搬送経路と接続された（第１または第２の何れかの）排出部
にそのまま排出させる。
【００６７】
　なお、図４および図５にも示されるように、シート反転装置６０内の第１の搬送経路６
３および第２の搬送経路６４は、画像形成部１０１内のシートの搬送方向に対して略直角
であり、かつ、画像形成部１０１の位置を基準として互いに相反する向き（すなわち、図
４，５においては、第１の搬送経路６３は右向になっており、第２の搬送経路６４は左向
きになっている）にそれぞれ設けられていることが好ましい。
【００６８】
　これによって、画像形成部１０１のシートの搬送路を重力方向（すなわち、上下の方向
）に配置した場合、第１排出トレイ６１および第２排出トレイ６２を画像形成装置１００
の右側端部あるいは左側端部の何れかにそれぞれ配置することができるため、装置の構成
上の無駄を省き、各部材の配置を効率良く行うことができる。
【００６９】
　本実施の形態にかかるデジタル複合機１を用いて、画像形成を行う場合、まず、ユーザ
ーは、操作部２０４から上記シート群にインデックス付きシートが含まれるか否かの情報
を入力する。ここで、インデックス付きのシートを含むシート群に対して画像形成を行う
というモード、すなわち、インデックスモードあるいはインデックス挿入モードが指定さ
れた場合、この入力情報に基づいて、制御部１０１は、シート反転装置６０に対してシー
ト反転動作が実施されるように指示を送る。
【００７０】
　なお、上記操作部１０１は、読み取る原稿束の何ページ目にインデックス付きのシート
が含まれているのかという情報についても入力することができる構成になっていてもよい
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。また、上記画像読取装置２００は、上記の何ページ目にインデックス付きのシートが含
まれているかという情報を、画像読取時に自動で判別できるような機能を備えていてもよ
い。そして、上記の何ページ目にインデックス付きのシートが含まれているかという情報
は、上記シート群にインデックス付きシートが含まれるか否かという情報とともに、画像
形成装置１００の制御部７０に送られる。
【００７１】
　続いて、制御部７０に送られた読取画像情報に基づいて、各シートに対して画像形成が
行われる。そして、上記シート群にインデックス付きシートが含まれるか否かに関する情
報に基づいて、制御部７０は排出先のトレイを選択する。さらに、制御部７０では、画像
形成後のシートの排出をファイスアップで行うか、あるいは、ファイスダウンで行うかに
よって、排出先のトレイを選択することも可能である。
【００７２】
　ここで、シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合と含まれない場合、およ
び、シート群がファイスアップで排出される場合とフェイスダウンで排出される場合、そ
れぞれの場合について場合分けして画像形成後のシート搬送について以下に説明する。
【００７３】
　まず、シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合であって、当該シート群が
フェイスダウンで排出される場合について、図４を用いて説明する。
【００７４】
　シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合には、画像形成位置ズレや搬送ジ
ャムの発生を防止し、安定したシート搬送が行えるという理由から、画像形成時において
は、シートに設けられた突起部を搬送方向の上流側に位置するような状態でシートを搬送
させる。つまり、インデックス付きシートは、手差しトレイであるシート供給装置Ｂ：５
０Ｂ上に、その突起部Ｔが搬送方向の上流側に位置するような状態でセットされる。これ
によって、当該シート群に対して画像形成が行われる場合には、図４に示すように、イン
デックス付きのシートＰの突起部Ｔが搬送方向の上流側に位置した状態で搬送される。
【００７５】
　その後、シートは定着装置８および搬送ローラ２５を通過し、シート反転装置６０へと
搬送される。シート反転装置６０では、先ず切換えゲート９によって、第１の搬送経路６
３あるいは第２の搬送経路６４のどちらへ搬送されるかが決定される。今回の場合は、上
記切換えゲート９が実線で示す向きに位置することによって、シートは一旦第１の搬送経
路６３へと送り込まれる。
【００７６】
　一旦第１の搬送経路６３へ送り込まれたシートは、反転ローラ２６によって矜持される
。そして、今回のシート群はインデックス付きのシートを含むものであるため、シートを
矜持した反転ローラ２６は、第１排出トレイ６１へ向けて一旦シートを搬送するが、完全
には排出せずに、シートを狭持させたままその回転方向を逆転させ、シートを逆方向に搬
送する。逆方向に搬送されたシートは、続いて、画像形成部１０１を基準として上記第１
の搬送経路６３とは逆の方向に設けられた第２の搬送経路６４へと送り込まれる。最終的
に、上記シートは搬送ローラ３１および搬出ローラ３２の作用によって、第２排出トレイ
６２へと排出される。
【００７７】
　この第２排出トレイ６２へ排出される各シートは、ファイスダウンの状態であるととも
に、インデックス付きのシートに関しては、その突起部Ｔが搬送方向の下流側に位置する
ような状態になっている。
【００７８】
　次に、シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合であって、当該シート群が
フェイスアップで排出される場合について、図５を用いて説明する。
【００７９】
　この場合も、シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合であるため、上述の
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場合と同様に、画像形成時においては、シートに設けられた突起部を搬送方向の上流側に
位置するような状態でシートを搬送させる。その後、シートは定着装置８および搬送ロー
ラ２５を通過し、シート反転装置６０へと搬送される。シート反転装置６０では、先ず切
換えゲート９によって、第１の搬送経路６３あるいは第２の搬送経路６４のどちらへ搬送
されるかが決定される。今回の場合は、上記切換えゲート９が破線で示す向きに位置する
ことによって、シートは一旦第２の搬送経路６４へと送り込まれる。
【００８０】
　一旦第２の搬送経路６４へ送り込まれたシートは、搬送ローラ３１および排出ローラ３
２によって矜持される。そして、今回のシート群はインデックス付きのシートを含むもの
であるため、シートを矜持した搬送ローラ３１および排出ローラ３２は、第２排出トレイ
６２へ向けて一旦シートを搬送するが、完全には排出せずに、シートを狭持させたままそ
の回転方向を逆転させ、シートを逆方向に搬送する。逆方向に搬送されたシートは、続い
て、画像形成部１０１を基準として上記第２の搬送経路６４とは逆の方向に設けられた第
１の搬送経路６３へと送り込まれる。最終的に、上記シートは反転ローラ２６の作用によ
って、第１排出トレイ６１へと排出される。
【００８１】
　この第１排出トレイ６１へ排出される各シートは、ファイスアップの状態であるととも
に、インデックス付きのシートに関しては、その突起部Ｔが搬送方向の下流側に位置する
ような状態になっている。
【００８２】
　以上のように、シート群にインデックス付きのシートが含まれる場合においては、シー
トの排出がフェイスダウンで行われる場合には、図４に示すように、シートの排出先とし
て第２排出トレイ６２が選択される。反対に、シートの排出がフェイスアップで行われる
場合には、図５に示すように、シートの排出先として第１排出トレイ６１が選択される。
【００８３】
　続いて、シート群にインデックス付きのシートが含まれない場合であって、当該シート
群がフェイスダウンで排出される場合について説明する。
【００８４】
　この場合、全てのシートに突起部が設けられていないため、画像形成時およびシート排
出時に突起部の位置を考慮する必要はない。そして、画像形成が行われた各シートは、図
４の実線で示す位置に配置された切換えゲート９を通過して、第１の搬送経路６３へと送
り込まれた後、そのまま、その先にある第１排出トレイ６１へ排出される。
【００８５】
　また、シート群にインデックス付きのシートが含まれない場合であって、当該シート群
がフェイスアップで排出される場合には、画像形成が行われた各シートは、図４の破線で
示す位置に配置された切換えゲート９を通過して、第２の搬送経路６４へと送り込まれた
後、そのまま、その先にある第２排出トレイ６２へ排出される。
【００８６】
　以上のように、シート群にインデックス付きのシートが含まれていない場合には、シー
ト反転装置６０の切換えゲート９は、画像形成後の各シートを排出先となる排紙トレイと
接続された搬送経路へ送りこみ、その先に接続されている排出トレイへそのままシートを
排出する。
【００８７】
　続いて、本実施の形態にかかる画像形成装置１００において、インデックス付きではな
い通常のシートに対して両面印刷（両面画像形成）を行う場合の方法について、以下に説
明する。なお、本実施の形態にかかる画像形成装置１００は、インデックス付きのシート
に対しては両面印刷を行うような仕様にはなっていない。
【００８８】
　まず、シート群にインデックス付きのシートが含まれ、かつ、インデックス付きではな
い通常のシートが両面印刷される場合の画像形成装置１００の動作について説明する。
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【００８９】
　この場合、インデックス付のシートは、上述の図４に示す場合と同様に、インデックス
付きのシートＰの突起部Ｔが搬送方向の上流側に位置した状態で搬送された後、シートは
定着装置８および搬送ローラ２５を通過し、シート反転装置６０へと搬送される。シート
反転装置６０では、先ず切換えゲート９によって、上記切換えゲート９が実線で示す向き
に位置することによって、シートは一旦第１の搬送経路６３へと送り込まれる。
【００９０】
　一旦第１の搬送経路６３へ送り込まれたシートは、反転ローラ２６によって矜持された
後、画像形成部１０１を基準として上記第１の搬送経路６３とは逆の方向に設けられた第
２の搬送経路６４へと送り込まれ、最終的に、上記シートは搬送ローラ３１および搬出ロ
ーラ３２の作用によって、第２排出トレイ６２へと排出される。この第２排出トレイ６２
へ排出される各シートは、ファイスダウンの状態であるとともに、インデックス付きのシ
ートに関しては、その突起部Ｔが搬送方向の下流側に位置するような状態になっている。
【００９１】
　一方、通常のシートの場合は、表面の画像形成を行った後、インデックス付きのシート
と同様にして、先ず、切換えゲート９を図４の実線で示す状態にして、第１の搬送経路６
３へと送り出した後、反転ローラ２６の回転を逆にして第２の搬送経路６４へとシートを
搬送する。
【００９２】
　第２の搬送経路へ送られたシートは、続いて、第２排出トレイ６２へ排出されるのでは
なく、再度、裏面の画像形成を行うために、シート再供給装置４０へと送られる。このと
き、シート再供給装置４０に備えられた両面切換えゲート３３は、図４の破線で示すよう
な状態に位置しており、これによって、シートはシート再供給装置４０の各搬送ローラ対
の方向へ導かれる。シート再供給装置４０内を搬送されたシートは、最終的にシート受け
口まで達し、ここから再度画像形成部１０１へと送られる。
【００９３】
　このとき、上記シートは、予めシート反転装置６０を通過することによって反転されて
いるため、再度画像形成部１０１を通過する時に、当該シートの裏面に対して画像形成が
行われる。裏面に対して画像形成が行われた後、同じシート群に含まれる他のシートが排
出されるトレイと同じ第２排出トレイに排出される。そのために、切換えゲート９は、切
換えゲート駆動部６６によって、図４の破線で示す状態に位置するように駆動されており
、これによって、第２の搬送経路６４へと送り出される。そして、搬送ローラ３１および
排出ローラ３２を通過して、最終的には第２排出トレイ６２へと排出される。このように
、裏面に対して画像形成が行われたシートについては、その後に搬送されるシート反転装
置６０で反転されることなく排出トレイへそのまま排出される。
【００９４】
　なお、シート群にインデックス付きのシートが含まれない場合に、シートに両面印刷を
行う際にも、上記と同じ方法で両面印刷を行えばよい。これによって、当該シート群を第
２排出トレイ６２にフェイスダウンの状態で排出することができる。ただし、従来のよう
に、裏表の順番に画像形成を行う場合には第１排出トレイ６１に排出しなければフェイス
ダウンの状態で排出できない。
【００９５】
　本実施の形態の画像形成装置１００において両面印刷を行う場合、シート群を上述のよ
うに第２排出トレイ６２へ排出するように設定すれば、従来は１枚目の裏面（２ページ目
）、１枚目の表面（１ページ目）、２枚目の裏面（４ページ目）、２枚目の表面（３ペー
ジ目）というページ順とは逆の順で画像形成を行っていた両面印刷を、１枚目の表面（１
ページ目）、１枚目の裏面（２ページ目）、２枚目の表面（３ページ目）、２枚目の裏面
（４ページ目）というページの順番通りに行うことができる。
【００９６】
　なお、本実施の形態にかかる画像形成装置１００においては、上述のような手順で両面
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印刷を行い、第２排出トレイ６２に排出する方法について説明したが、本発明はこれに限
定されるものではない。その他の方法として、シート群にインデックス付きのシートが含
まれない場合に、シートに両面印刷をしつつ、ファイスアップの状態で排出トレイに排出
させることも可能である。この場合には、シートの裏面に対して画像形成を行う工程まで
は、上記と同じ手順で行い、その後、第１排出トレイ６１へシートの排出が行われるよう
にシート反転装置６０内の切換えゲート９などを駆動すればよい。つまり、切換えゲート
９を図４の実線で示すような状態にし、第１の搬送経路６３へシートを送り出した後、反
転ローラ２６の作用によって第１排出トレイ６１へ排出させればよい。
【００９７】
　なお、上述のように画像形成装置１００において両面画像形成を行う方法は、本発明の
画像形成方法を利用したものである。
【００９８】
　つまり、本発明の画像形成方法は、シート供給手段より供給された１枚または複数枚の
シートからなるシート群に対して画像形成を行った後に、各シートを順次排出部へ排出す
る画像形成方法であって、上記シート群に突起部を有するシートが含まれる場合に、上記
突起部を搬送方向の上流側に位置するような状態でシートを搬送しながら画像形成を行う
画像形成工程と、画像形成後の各シートの搬送方向を反転させるシート反転工程と、上記
突起部が搬送方向の下流側に位置するような状態で、上記突起部を有するシートを上記排
出部へ排出させるシート排出工程とからなるものである。
【００９９】
　そして、上記の画像形成方法は、特に通常のシートに対して両面画像形成を行う場合に
は、上記画像形成工程で上記両面印刷されるシートの表側の面に画像形成を行い、上記シ
ート反転工程で、当該シートの搬送方向を反転させた後に、当該シートの裏側の面に画像
形成を行う裏面印刷工程と、裏面印刷が行われた上記シートを反転させることなく排出す
る両面印刷シート排出工程とをさらに含む。
【０１００】
　上述の画像形成装置１００において、上記の画像形成方法を実施する場合には、上記画
像形成工程については、画像形成部１０１において実施し、上記反転工程およびシート排
出工程は、シート反転装置６０にて実施する。そして、通常のシートに対して両面画像形
成を行う場合に実施される裏面印刷工程は、表側の面の画像形成の終了したシートをシー
ト反転装置６０からシート再供給装置４０へと搬送し、再度画像形成部１０１へと送りこ
むことによって行われる。両面に対して画像形成が行われたシートについては、その後に
搬送されるシート反転装置６０にて反転されることなく、選択された排出トレイへ排出さ
れる。この工程が、両面印刷シート排出工程である。
【０１０１】
　なお、本実施の形態では、画像形成を行う画像情報は、画像読取装置２００によって読
み取られたものである場合について説明しているが、本発明の画像形成装置はこれに限定
されるものではない。すなわち、画像形成を行う画像情報は、パーソナルコンピュータな
どの外部の画像処理装置から入力されたものであってもよい。
【０１０２】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明の画像形成装置および画像形成方法は、インデックス付きのシートを含むシート
群に対して画像形成を行った後に、当該シート群を排出トレイにきれいに揃えた状態で排
出するというものである。それゆえ、インデックス付きのシートという特殊なシートに対
して画像形成を行う場合に有効に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０１０４】
【図１】図２に示すデジタル複合機に備えられた、本実施の形態にかかる画像形成装置の
構成を示す断面図である。
【図２】本実施の形態に示すデジタル複合機の概略構成を示す断面図である。
【図３】本実施の形態に示すデジタル複合機の内部構成を模式的に示すブロック図である
。
【図４】本実施の形態に示す画像形成装置において、インデックス付きシートが排出トレ
イへ排出される様子の一例を示す模式図である。
【図５】本実施の形態に示す画像形成装置において、インデックス付きシートが排出トレ
イへ排出される様子の他の例を示す模式図である。
【図６】本発明の画像形成装置において、インデックス付きシートを排出トレイに排出し
た場合の状態を示す模式図である。
【図７】従来の画像形成装置において、インデックス付きシートを排出トレイに排出した
場合の状態を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　デジタル複合機
　９　　　切換えゲート（反転手段）
　５０Ａ　シート供給装置Ａ（シート供給手段）
　５０Ｂ　シート供給装置Ｂ（シート供給手段）
　６０　　シート反転装置（反転手段）
　６１　　第１の排出部（反転手段）
　６２　　第２の排出部（反転手段）
　６３　　第１の搬送経路（反転手段）
　６４　　第２の搬送経路（反転手段）
　７０　　制御部
　１０１　画像形成部
　１００　画像形成装置
　２００　画像読取装置
　２０４　操作部
　Ｐ　　　シート
　Ｓ　　　積載基準
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